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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 

の一部を改正する省令案等の概要 

 

令和６年２月 

経済産業省 資源エネルギー庁 

省エネルギー・新エネルギー部 

新エネルギー課 

 

Ⅰ．趣旨 

再生可能エネルギーについては、地域との共生を前提に、令和３年１０月に閣議決定され

た第６次エネルギー基本計画において掲げられた２０３０年度の再エネ比率３６～３８％

の実現に向けて最大限導入していくこととしています。また、令和６年４月には、地域と共

生した再生可能エネルギーの導入拡大を図るため、説明会等の FIT/FIP認定要件化などの措

置を盛り込んだ、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成２３年法

律第１０８号。以下「法」という。）の改正が施行されます。 

 

今般、こうした動向等を踏まえつつ、令和５年１０月から、調達価格等算定委員会におい

て、令和６年度以降の調達価格等について議論が重ねられ、令和６年１月に、「令和６年度

以降の調達価格等に関する意見」が取りまとめられました。 

 

当該意見の他、関連する委員会等における議論の成果・決定事項を踏まえ、資源エネルギ

ー庁では、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則（平成２４年

経済産業省令第４６号。以下「施行規則」という。）等の関係省令及び告示の改正に向けた

検討を進めてまいりました。これらの内容に関し、広く国民の皆様から御意見をいただくべ

く、省令及び告示の改正案について意見公募手続を行います。 
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Ⅱ．概要 

 

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則（平成２４年経済産業省

令第４６号）の一部改正 

 

第３条 再生可能エネルギー発電設備の区分等 

○ 地熱発電設備（第一種特定地熱発電設備及び第二種特定地熱発電設備を含む。）につい

て、以下の出力ごとの区分等に改める。 

① 出力が５０キロワット未満のもの 

② 出力が５０キロワット以上１，０００キロワット未満のもの 

③ 出力が１，０００キロワット以上１５，０００キロワット未満のもの 

④ 出力が１５，０００キロワット以上３０，０００キロワット未満のもの 

⑤ 出力が３０，０００キロワット以上のもの 

○ バイオマス発電設備（農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち液体であるものを 

電気に変換する設備を除く。）の区分について、以下の出力ごとの区分等に改める。 

① 出力が５０キロワット未満のもの 

② 出力が５０キロワット以上１，０００キロワット未満のもの 

③ 出力が１，０００キロワット以上２，０００キロワット未満のもの 

④ 出力が２，０００キロワット以上１０，０００キロワット未満のもの 

⑤ 出力が１０，０００キロワット以上のもの 

 

第３条の８ 一時調達価格の算定方法 

○ 法第２条の７第１項の経済産業省令で定める方法を、「基準価格から一般送配電事業託

送供給等約款料金算定規則（平成２８年経済産業省令第２２号）第１条第２項第３号に

規定する発電側託送供給料金（以下「発電側託送供給料金」という。）に相当する額とし

て経済産業大臣が別に告示する方法により計算した額（以下「発電側託送供給料金に相

当する額」という。）を差し引いて得た額に１００分の８０を乗じ、これに発電側託送供

給料金に相当する額を加える方法（認定事業者が適格請求書発行事業者（消費税法（昭

和６３年法律第１０８号）第２条第１項第７号の２に規定する適格請求書発行事業者を

いう。）である場合は、基準価格から発電側託送供給料金に相当する額を差し引いて得

た額に１００分の８０を乗じ、これに消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た

額に発電側託送供給料金に相当する額を加える方法）」に改める。 

 

第５条 認定基準 

○ 次の条件を全て満たす再生可能エネルギー発電設備のうち再生可能エネルギー源を電

気に変換する設備に附属する蓄電池について、第２項第４号に定める基準（認定の申請

に係る再生可能エネルギー発電設備において使用する電気については、当該発電設備を

用いて得られる再生可能エネルギー電気をもって充てる構造であること）の例外を設け

る。 

➢ 市場取引等により電気を供給するために用いるものであること。 
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➢ 令和６年４月１日以降に法第９条第４項の認定を受けたものであること（発電側託

送供給料金の対象となるものに限る。）。 

➢ 当該設備の設置場所を含む一の需要場所に需要設備（当該設備の運転に不可欠なも

のを除く。）が設置されていないこと。 

➢ 供給促進交付金の計算に必要なものとして、当該設備について、当該蓄電池に供給

される電気の量のうち再生可能エネルギー源を電気に変換する設備に由来するも

のとそれ以外のものとを区分して計算でき、かつ、当該蓄電池から市場取引等によ

り供給する電気の量を計算できる構造にあること。 

○ 認定基準として、「説明会を開催し、又は事前周知措置を実施する場合にあっては、その

開催又は実施に当たって取り扱う個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人を

識別することができるものをいい、他の情報と照合することにより特定の個人を識別す

ることができることとなるものを含む。）の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管

理のために必要な措置を講ずるものであること」を新設する。 

 

第９条 軽微な変更 

○ 軽微な変更以外の変更として、「最大受電電力（発電等用電気工作物を維持し、及び運用

する者が一般送配電事業者との協議により設定する設備上利用できる電力の最大値を

いう。）の変更」を新設する。 

 

第１３条の３の８ 交付金相当額積立金の額 

○ 第１項に規定する交付金相当額積立金の算定方法について、供給促進交付金の額から、

認定事業者が認定発電設備を用いて発電し、及び市場取引等により供給した再生可能エ

ネルギー電気の量に発電側託送供給料金に相当する額を乗じた額を更に控除すること

とする。 

○ 第２項に規定する交付金相当額積立金の算定方法について、調整交付金の額のうち当該

電気事業者が当該特定契約又は一時調達契約に係る再生可能エネルギー電気の調達に

係る費用に充てる額に相当する額から、当該電気事業者が当該特定契約又は一時調達契

約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の量に発電側託送供給料金に相当する額

を乗じた額（当該再生可能エネルギー電気の調達に係る費用に充てる額に相当する額に

限る。）を更に控除することとする。 

 

第１４条 特定契約の締結を拒むことができる正当な理由 

○ 特定契約の締結を拒むことができる正当な理由として、「特定契約申込者の認定発電設

備が屋根設置太陽光発電設備である場合であって、第４条の２第２項第８号の２イから

ニまでに掲げる書類が提出されていないとき」を追加する。 

 

第１４条の３ 一時調達契約の締結を拒むことができる正当な理由 

○ 一時調達契約の締結を拒むことができる正当な理由として、「一時調達契約の申込みを

行う認定事業者の認定に係る再生可能エネルギー発電設備において使用する電気につ

いて当該発電設備を用いて得られる再生可能エネルギー電気をもって充てる構造とな

っていないこと」を追加する。 
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森林における立木竹の伐採又は間

伐により発生する未利用の木質バ

イオマス（輸入されたもの、石炭を

原料とする燃料を混焼させるもの

を除く。）を電気に変換する設備で

あって、その出力が２,０００ｋＷ

未満のもの 

０．７６５ 

森林における立木竹の伐採又は間

伐により発生する未利用の木質バ

イオマス（輸入されたもの、石炭を

原料とする燃料を混焼させるもの

を除く。）を電気に変換する設備で

あって、その出力が２,０００ｋＷ

以上のもの 

０．７８１ 

木質バイオマス又は農産物の収穫

に伴って生じるバイオマスのうち

固体であるもの（石炭を原料とす

る燃料を混焼させるものを除く。）

を電気に変換する設備 

０．７８１ 

建築資材廃棄物（石炭を原料とす

る燃料を混焼させるものを除く。）

を電気に変換する設備 

０．８０９ 

一般廃棄物・その他のバイオマス

（石炭を原料とする燃料を混焼さ

せるものを除く。）を電気に変換す

る設備 

０．４６０ 

② 電気事業法第１８条第１項の規定により経済産業大臣の認可を受けた託送供給等約

款において一般送配電事業者が設定した発電側託送供給料金のうち、発受電等量に

応じて支払を受けるべき料金の１キロワット時当たりの単価を平均した額 

 

○ この告示において「最大受電電力」とは、発電等用電気工作物を維持し、及び運用する

者が一般送配電事業者との協議により設定する設備上利用できる電力の最大値をいう

こととする。 

 

Ⅱ 令和６年度以降の調達価格等及び基準価格等 

○ 令和６年度以降の調達価格等及び基準価格等について、下表のとおり定める。入札対象

区分等として指定されるものは、応札額を調達価格又は基準価格として採用する方式

（pay as bid 方式）により調達価格又は基準価格を決定することを定める。（なお、灰

色塗りとしている箇所は、既に調達価格等又は基準価格等を決定済のものである。） 

 









9 

額に、太陽電池の合計出力から当該設備の出力を控除した値に再生可能エネルギー

発電設備の区分等に応じて掲げる基準価格を乗じた額を加え、太陽電池の合計出力

で除した額とする。 

 ※４ 令和６年度以降に法第１０条第１項の変更認定（太陽電池の合計出力を増加させる

変更であって当該増加が３キロワット以上であるもの又は当該合計出力を３パー

セント以上増加させるもの（当該設備の出力が１０キロワット未満の場合又は当該

設備の出力を増加させる場合を除く。）に限る。）を受けた場合には、増設等に係る

部分以外に適用する調達価格又は基準価格は、当該変更の認定前に当該設備に従前

適用されていた調達価格又は基準価格とし、当該増設等に係る部分には、再生可能

エネルギー発電設備の区分等の欄に応じてそれぞれ調達価格又は基準価格の欄に

掲げる価格を適用する。 

 ※５ 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律（平

成３０年法律第８９号）による公募に係るものは除く。また、同法による公募に係

る設備に適用される基準価格は、選定事業者の提出に係る公募占用計画に記載され

た供給価格とし、その交付期間は２０年間とする。 

 ※６ 「再生可能エネルギー発電設備の出力（キロワットで表した量をいう。以下同じ。）

にマイナス２９，０００分の１４を乗じて得た額に２９分の１，１７４を加えて得

た額」とする。 

 ※７ 「再生可能エネルギー発電設備の出力にマイナス２，９００分の１を乗じて得た額

に２９分の８８０を加えて得た額」とする。 

 ※８ 「再生可能エネルギー発電設備の出力にマイナス２９，０００分の７を乗じて得た

額に２９分の５５８を加えて得た額」とする。 

 

Ⅲ 価格決定日等 

○ 認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る発電設備への調達価格等の適用

について、以下のとおり定める。 

 

（１）太陽光発電設備、風力発電設備、地熱発電設備、水力発電設備及びバイオマス発電設

備（（２）の場合を除く。） 

現行の価格決定日を令和６年度以降の調達価格等又は基準価格等の価格決定日として

適用する。 

 

（２）入札の落札者に係る太陽光発電設備、着床式洋上風力発電設備、陸上風力発電設備

及びバイオマス発電設備 

当該再生可能エネルギー発電設備に係る落札者の決定の日を令和６年度以降の調達価

格等又は基準価格等の価格決定日として適用する。 

 

※入札対象区分等として法第１０条第１項の変更の認定を受けた再生可能エネルギー発

電設備については、現行の価格決定日を令和６年度以降の調達価格等又は基準価格等

の価格決定日として適用する。 
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離島等（電気事業法第２条第１項第８号イに規定する離島等をいう。）に属する場合

に限る。）とする。 

 

 

入札対象として指定をする再生可能エネルギー発電設備の区分等における入札の実施に関

する指針（平成３０年経済産業省告示第５３号）の一部改正 

 

○ 調達価格等算定委員会の「令和６年度以降の調達価格等に関する意見」を尊重し、令和

６年度の入札について、以下の改正を行う。 

 

第２ 入札の実施に関する基本的事項 

１ 入札の実施に関する基本的考え方 

○ 令和６年度は、太陽光発電設備については年４回（第２０回（第１四半期）・第２１回

（第２四半期）・第２２回（第３四半期）・第２３回（第４四半期））、陸上風力発電設備

については年１回（第４回（下期））、着床式洋上風力発電（再エネ海域利用法適用外）

については年１回（第３回（下期））、バイオマス発電設備については年１回（第７回（下

期））の実施とする。 

○ 陸上風力発電設備については、入札容量が１．３ＧＷを超えた場合、同年度内に追加の

入札を実施する。 

 

３ 入札量 

○ 令和６年度に実施する入札における入札量は、以下のとおりとする。 

（１）太陽光発電設備（第２０回～第２３回） 

第２０回は、９３ＭＷとし、第２１回以降については、９３ＭＷを基準として、直前の

回の応札量を踏まえて、各回の入札量を機動的に見直す。具体的には、応札量が入札量を

上回った場合、非落札となった容量の５５％を前回入札量に加えた量を次回入札量とする。

前回入札において応札量が９３ＭＷを下回る場合には９３ＭＷ、応札量が９３ＭＷを上回

ったものの入札量を下回った場合には前回入札における応札量とする。 

 

（２）陸上風力発電設備（第４回） 

１,０００ＭＷとする。 

※追加の入札の入札量は、第４回入札において非落札となった容量の４０％とする。 

 

（３）着床式洋上風力発電設備（再エネ海域利用法適用外）（第３回） 

１９０ＭＷとする。 

 

（４）バイオマス発電設備（第７回） 

３０ＭＷとする。ただし、供給価格上限額を超えない供給価格の参加者を低価の者から

順に並べた際に出力の合計が３０ＭＷを上回った場合は、その最初に上回った者において

当該上回った出力の量（当該出力の量が１１０ＭＷを上回る場合にあっては、１１０ＭＷ）
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を３０ＭＷに加えて得た出力の量とする。 

 

４ 供給価格上限額 

○ 太陽光発電設備の第２０回は９．２０円／ｋＷｈ、第２１回は９．１３円／ｋＷｈ、第

２２回は９．０５円／ｋＷｈ、第２３回は８．９８円／ｋＷｈとする。 

○ 陸上風力発電設備（第４回）は１４円／ｋＷｈとする。 

※追加の入札の供給価格上限額は、第４回入札の加重平均落札価格又は１３円／ｋＷｈ

のいずれか高い額とする。 

○ 着床式洋上風力発電設備（再エネ海域利用法適用外）（第３回）及びバイオマス発電設備

（第７回）については、非公表とし、入札募集開始の日までに設定することとする。 

 

第５ 入札の実施等 

２ 保証金 

（３）保証金の免除 

○ 当該案件が次のいずれにも該当する場合には、これまでの入札において没収となった第

１次保証金又は第２次保証金の額と同額を第１次保証金又は第２次保証金から免除す

る。 

➢ 推進機関の策定する広域系統整備計画の内容により入札参加者からの事前相談、接

続検討又は契約申込みへの推進機関、一般送配電事業者又は配電事業者の回答内容

が変わる可能性のある系統アクセス業務の対象となる案件であること 

➢ これまでの入札において、系統アクセス業務の回答として暫定的な回答が行われた

ものの、正式な回答を得られないことを理由に辞退がなされた結果として保証金が

没収となった案件と同一の案件であること 

➢ 認定取得期限までの接続同意が見込まれることが確認できた案件であること 

 

第７ 落札者決定の取消し等 

○ 落札者決定の取消事由として、「落札者に係る再生可能エネルギー発電設備が施行規則

第４条の２の２に定める要件に該当する場合は、第４条の２の３に定める措置を認定

の申請までに実施しなかったこと」を加える。 

※ 上記事由については、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基

づく入札実施機関に関する省令（平成２９年経済産業省令第５号）第５条に基づく第

２次保証金の没収（全額）事由に追加する。（第５関係） 

 

 

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第３条第１項の規定に基づ

き、特定調達対象区分等を指定する件（令和４年経済産業省告示第７０号）の一部改正 

 

○ 調達価格等算定委員会の「令和６年度以降の調達価格等に関する意見」を尊重し、特定

調達対象区分等について、以下の改正を行う。 
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○ 法第９条第４項の認定の日が令和７年４月１日から令和８年３月３１日に属する場合

における特定調達対象区分等について、次に掲げるものを追加する。 

➢ ５０ｋＷ未満のバイオマス発電設備 

➢ ５０ｋＷ以上１，０００ｋＷ未満のバイオマス発電設備（農産物の収穫に伴って生

じるバイオマスのうち液体であるものを電気に変換する設備を除く。） 

➢ １，０００ｋＷ以上２，０００ｋＷ未満のバイオマス発電設備（農産物の収穫に伴

って生じるバイオマスのうち液体であるものを電気に変換する設備を除く。）のうち、

廃棄物の焼却施設に設置されるもの 

○ 法第９条第４項の認定の日が令和８年４月１日から令和９年３月３１日に属する場合

における特定調達対象区分等については、次に掲げるものとする。 

➢ ５０ｋＷ未満の陸上風力発電設備（リプレース案件を除く。） 

➢ 浮体式洋上風力発電設備 

➢ １,０００ｋＷ未満の地熱発電設備 

➢ １,０００ｋＷ未満の水力発電設備 

 

 

施行期日等 

 

○ 上記の経済産業省令及び経済産業省告示は、令和６年４月１日から施行する。 

○ 併せて、再エネ特措法関係省令・告示について、表現の適正化等を行う。 

 

（以上） 


